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社会福祉法人やすらぎ会役員等報酬規程  

 

（目的）                                                              

第１条  この規程は、社会福祉法人やすらぎ会（以下「法人」という。）の理事、監事、

評議員及び理事長が委嘱又は依頼した委員等（以下「役員等」という。）の報酬に関す

る事項を定めることを目的とする。  

（報酬）  

第２条  役員等が、法人の業務のために必要な会議等へ出席した時、及び旅行したときに

は、別表の報酬を支給する。  

（支給方法）  

第３条 理事長の報酬は毎月末日に支給する。  

２ 前項以外の役員等については、その都度支給するものとする。  

（適用除外）  

第４条 職員を兼務する役員等には、この規程は適用しないものとする。  

 

附  則 

この規程は、平成２５年１月１日より施行する。但し、理事長の報酬については平成２

４年１０月１日から適用する。  

 

附 則 

 この規程は、平成２９年６月１９日別表の一部を改正し、平成２９年６月１日より施行

する。 

    

別 表                           

職 名 

報 酬 

月 額 日 額 

理事長 ５０,０００円  

理 事  ５,０００円 

監 事  ５,０００円 

評議員  ５,０００円 

理事長が委嘱又は依頼した委員等 

（要綱等で金額を定めている場合を除く） 
 ３,０００円 

 


